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65歳以上の皆さんなどへ
成人用肺炎球菌予防接種はお済みですか？
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宅
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援
事
業
と

は
、
障
害
の
あ
る
方
が
日

常
生
活
に
お
け
る
活
動
の
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な
お
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望
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援
専
門
員
に
相

談
し
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会
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祉
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2024年３月31日まで
　肺炎球菌は、気管支炎や肺炎、敗血症などの
原因の一つとなる細菌です。肺炎球菌による肺
炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐワクチ
ン接種に助成します。今年度の対象者が市の助
成を受けられるのは、2024年３月31日までで
す。希望者は期間内に接種しましょう。
▶対象者
　過去にこの予防接種を受けたことがない、次
のいずれかに該当する市民
①�2024年４月１日時点で、65歳・70歳・75
歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の方
②�60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器
の機能に日常生活が極度に制限される程度の
障害がある方、またはヒト免疫不全ウイルス
により免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障害がある方

※�①の該当者には、2023年４月
に対象者証を郵送済

▶接種回数・接種費用
　１回のみ、4,700円（市助成
後の金額）
※�市民税非課税世帯・生活保護受給者は接種時
の申請により無料。料金支払い後の返金不可

▶接種方法
　�協力医療機関に予約し、定期接種対象者証（藤
色）、健康保険証を持参し、接種を受ける。

▶その他
▷�対象者証を紛失された場合は、健康増進課ま
たは各振興局市民福祉課で再発行が可能（本
人確認書類必要）

▷�新型コロナウイルスワクチンを接種する場合
は、２週間の接種間隔を空けてく
ださい。

市ホームページにも情報掲載

《問合せ》健康増進課☎24-1127

《新たに対象となる方》
対象サービス 条件

移動支援サービス

▷�身体障害者手帳を所持している方のうち移動に支
援が必要な方
▷精神通院医療を受給している方
▷�難病の診断を受けている方（特定医療費を受給して
いる方）のうち移動に支援が必要な方

日中一時支援サービス

▷身体障害者手帳を所持している方
▷精神通院医療を受給している方
▷�難病の診断を受けている方（特定医療費を受給して
いる方）

身体障害者デイサービス
訪問入浴サービス

▷�身体障害者手帳を所持している方のうち肢体不自
由２級の方
▷�難病の診断を受けている方（特定医療費を受給して
いる方）
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バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
・
小
型
自

動
車
な
ど
の
車
両
を
取
得
、
廃
車
、

譲
渡
し
た
場
合
や
転
入
、
転
出
さ

れ
た
場
合
は
、
申
告
手
続
き
が
必

要
で
す
。

　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、
納

税
義
務
者
の
申
告
に
基
づ
い
て
課

税
さ
れ
ま
す
。
登
録
内
容
に
変
更

が
あ
る
場
合
、
申
告
手
続
き
を
し

な
い
と
、
所
有
し
て
い
な
い
の
に

い
つ
ま
で
も
課
税
さ
れ
る
な
ど
、

ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、
毎
年

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
１
年

分
課
税
さ
れ
ま
す（
月
割
制
度
は

あ
り
ま
せ
ん
）。
ま
だ
申
告
し
て

い
な
い
方
は
、
早
急
に
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、
公

道
上
の
走
行
や
使
用
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
所
有
し
て
い
る

こ
と
で
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

※�

乗
用
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
、

最
高
速
度
35
㎞
ｈ
未
満
の
農
耕

用
ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
、

田
植
え
機
、
薬
剤
散
布
車
等
は
、

小
型
特
殊
自
動
車
と
し
て
登
録

が
必
要
で
す
。

※�

原
動
機
の
定
格
出
力
が
０
・
60

ｋ
Ｗ
以
下
、
長
さ
１
・９
ｍ
以

下
、
幅
０
・６
ｍ
以
下
、
最
高

速
度
20
㎞
ｈ
以
下
の
車
両（
電

動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
な
ど
）は
特

定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
と
し

て
登
録
が
必
要
で
す
。

※�

登
録
時
と
異
な
る
車
両
に
、
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
付
け
替
え

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※�

盗
難
に
遭
っ
た
場
合
は
、
警
察

へ
の
盗
難
届
出
に
加
え
て
廃
車

手
続
き
が
必
要
で
す
。
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◇母屋の増築、車庫等の新築
◇家屋の取り壊し
◇事務所や倉庫等を改装して住居に変更
◇未登記家屋の所有者の変更（売買・相続など）

実地調査をしています
　固定資産の異動について、申告で把握するほ
かにも、職員が日々次のことを調査しています。
ご理解、ご協力をお願いします。
　●土地の利用用途の変更
　●家屋の新築、増築評価
　●償却資産の帳簿調査など

詳細は市ホームページへ

《車種別の申告受付・問合せ先》
車種 申告受付・問合せ

◇原動機付自転車
　�（排気量125㏄以下また
は1.0kW以下）
◇小型特殊自動車

税務課市民税係
☎21-9045
または各振興局市民福祉課

◇�３輪または４輪の軽自
動車
　（排気量660㏄以下）

軽自動車検査協会　
兵庫事務所　姫路支所
☎050-3816-1848
　（コールセンター）
http：//www.kei
kenkyo.or.jp/

◇２輪の軽自動車
　�（排気量125㏄超250㏄
以下）
◇２輪の小型自動車
　（排気量250㏄超）

神戸運輸監理部　
姫路自動車検査登録事務所
☎050-5540-2067
　（コールセンター）
http：//wwwtb.
mlit.go.jp/kobe/

固定資産税の申告は１月31日までに
お願いします 《問合せ》税務課☎21-9046

事業者の方へ
　12月上旬に令和６年度分の償却資産の申告書
を送付します。資産の所有状況（機械・備品な
どの購入・廃棄、事業の廃業など）を申告して
ください。前年度と申告内容が変わらない場合
も申告が必要です。また、次の方も申告をお願
いします。
◇新しく事業を始めた方
◇ソーラーパネルを設置した方など

土地・家屋を所有している方へ
　所有資産に次のような変更がある場合は申告
が必要です。

　固定資産税は毎年１月１日に土地・家屋・償却資産を所有している方が、その所在する市町村に
納める税金です。申告が必要な方は早めに申告の準備をお願いします。
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